
様式第２号（第７条関係） 

処分基準整理票 

処分の内容  緊急措置命令 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 
 火薬類取締法第４５条 

処
分
基
準 

■ 有（第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※処分基準を公表する場合のみ記載すること。） 

処分基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がない。 

 

第四十五条 経済産業大臣（鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機に

よる運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両（原動機付自転車を含む。以

下同じ。）その他による運搬又は第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬

類の消費については都道府県公安委員会）は、災害の発生の防止又は公共の安全

の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることがで

きる。 

一 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しく

は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。 

二 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販

売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。 

三 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄

を命ずること。 

四 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。 

処 分 基 準 

設定年月日 
令和６年 ３月２１日 

処 分 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署 消防本部 予防課 

備考   

  注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を処分基準の内容欄に記載すること。 


